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【概　要】

この授業は、社会保障制度や社会福祉制度の利用に関して、「法律」という観点からの知識を整理するための時間となる。

はじめに、「契約」に関する基礎知識を学んだ上で、判断能力が不十分な人を支援するための重要な仕組みである「成年後見制

度」に関して、その目的、利用手続、種類を学ぶ。

　また、相談援助を行う者の知識として必要となる、民法（主に親族法や相続法など）や行政法（特に行政救済法）、社会福祉

関連法の基礎的知識を身につけることを目指す。

【学修目標】

１　一般目標

　　①　成年後見制度を理解する。

　　②　権利擁護を支える法制度を整理する。

２　行動目標

　　①　成年後見制度について、次の内容を説明できる。

　　　ⅰ　成年後見制度の全体像（創設の背景や目的など）

　　　ⅱ　法定後見制度と任意後見制度の違い

　　　ⅲ　成年後見制度の利用手続き

　　　ⅳ　法定後見制度による支援内容（類型による違い）

　　　ⅴ　成年後見制度による支援内容の具体的事例

　　　ⅵ　成年後見制度に関連する仕組み（日常生活自立支援事業・成年後見制度利用支援事業など）

　　　ⅶ　意思決定支援の原則

　　②　契約に関する基礎的事項を説明できる。

　　③　親族法の基礎的事項を説明できる。

　　④　相続の仕組みや遺言制度の基礎的事項を説明できる。

　　⑤　クーリングオフやその他の消費者保護の仕組みについて説明できる。

　　⑥　不服申立てと行政訴訟について、その違いと優先関係について説明ができる。

　　⑦　行政手続法の規定事項の概要を説明できる。

　　⑧　虐待の防止に関して、どのような法的整備がなされているかを説明できる。

　　⑨　個人情報保護法の目的と規定事項の要旨を説明できる。

【授業実施形態】

面接授業

※授業実施形態は、各学部（研究科）、学環、学校の授業実施方針による

【ディプロマポリシー（学位授与方針）との関連】

DP3.データサイエンティストとして、社会の変化に関心を持ち、人々の新たなニーズに創造的に対応できるように生涯にわたり

自己研鑽する姿勢を身につけている。

DP5.複雑化する医療・保健・看護・福祉・心理の現場での医療専門職とのコミュニケーションを通して多職種で協働し、データ

サイエンティストとしての専門性を発揮する姿勢を身につけている。

【実務経験】

社会福祉士・特定行政書士・社会保険労務士

【実務経験を活かした教育内容】

行政職員や特定行政書士、社会保険労務士としての実務経験を活かし、実践的教育を行う。


